情報セキュリティの確保、個人情報保護に関する特記仕様書
（下呂市の情報セキュリティポリシーの遵守）
　受注者は、発注者の情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、発注者の求めに応じてセキュリティ管理の体制を構築し、セキュリティの維持管理と向上に努めるものとする。

（再委託の禁止又は外注利用の場合）
　本契約の全部を再委託（外注）することは禁止します。やむをえず本契約の一部について再委託（外注）する場合は、発注者に対し事前にその理由及び再委託先（外注先）を明記した文書による申し出を行い、発注者の承諾を得るものとする。但し受注者は発注者の承諾を得た場合においても、本契約上の全責任を負うものとする。

（機密保持義務）
　受注者は、業務の処理上知りえた個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。この場合、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第８章「罰則」規程の対象とする。本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
（損害賠償）
　受注者は、本契約の解約に基づく条文により、または機密保持義務違反により、発注者及び相手方に損害を与えた場合は、発注者受注者協議のうえ、その賠償責任を負うものとする。
（コンピュータ室への立入者の制限）
　本契約により発注者のコンピュータ室等へ受注者が出入する場合、事前にその者の氏名等を発注者に届け出ること。また、この場合発注者の指示により持込み品などの制限がある場合、その指示に従うこと
（セキュリティ監査）
　発注者は、必要により下呂市情報セキュリティポリシーの契約遵守を確認するため、受注者に対し関係資料等の提出を求め、場合によっては、現場確認の調査等ができるものとする。

